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は じ め に

１ 廃棄物処理業の種類について

他人の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の「処理（※ 」を「業」として行う場合には、）

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法 」第１４条に基づき 「産業廃」） 、

棄物収集運搬業 「産業廃棄物処分業 「特別管理産業廃棄物収集運搬業 「特別管理産業」、 」、 」、

廃棄物処分業」の許可が必要です。

※「処理」とは

産業廃棄物の「処理」とは、産業廃棄物の「収集又は運搬」及び「処分（中間処理及び

最終処分 」を行うことを指します。）

また 「中間処理」とは廃棄物を物理的、化学的又は生物学的な手段によって形態、外、

観、内容等について変化させ、生活環境保全上の支障の少ないものにすることで 「最終、

処分」とは廃棄物にほとんど人工的な変化を加えずに埋め立てることを意味します。

（中間処理の例：脱水、乾燥、焼却、中和、破砕等）

また、廃棄物処理法第１５条で定める産業廃棄物処理施設を設置しようとする場合は、あら

かじめ、産業廃棄物処理施設の設置許可が必要となります。この設置許可は、他人の産業廃棄

物を受け入れずに自らの廃棄物のみを処理する場合であっても必要です。

注）一般廃棄物処理業を行おうとする方は、市町村の許可が必要です。産業廃棄物処理業の

許可で、一般廃棄物の処理を行うことはできません。

〔廃棄物の種類と許可の種類〕 県の許可

産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物
事業活動

産業廃棄物処分業
に伴って

産業廃棄物
発生する

特別管理産業廃棄物収集運搬業
廃棄物

特別管理産業廃棄物

(一部) 特別管理産業廃棄物処分業

一般家庭 一般廃棄物 一般廃棄物収集運搬業

で発生す 一般廃棄物

る廃棄物 特別管理一般廃棄物 一般廃棄物処分業

市町村の許可
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２ 産業廃棄物の処理について

産業廃棄物の処理を行うには、事前に施設の許可、処理業の許可の取得が必要です。フロー

図に従って必要な手続きを行って下さい。

自社から排出される廃棄物のみを 産業廃棄物の処理を業として行う
処理する場合（自社処理の場合） 場合（他人の廃棄物を処理する場合）

用いる施設が沖縄県産業廃棄物処理施設等の設置に関する
指導要綱で規定する手続きが必要な施設か？

該当しない 該当する

要綱に基づく事前協議の
手続き（※１）

用いる施設が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第７条に
規定する設置許可が必要な施設か？

該当しない 該当する

産業廃棄物処理施設設置許可申請の
手続き（※２）

使用前検査の受検

廃棄物処理法で定める処理基準に 産業廃棄物処理業許可申請の
従って廃棄物を適正処理する 手続き（※３）

※１）詳しくは 「沖縄県産業廃棄物処理施設等の設置に関する指導要綱」を御覧下さい。、

） 、「 」 。※２ 詳しくは 廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理施設設置許可申請の手引き を御覧下さい

※３）詳しくは、許可を受けようとする業の種類に応じて 「廃棄物処理法に基づく産業廃棄物収集、

運搬業許可申請の手引き」又は「廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処分業許可申請の手引き」を

御覧下さい。
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産業廃棄物処理施設の許可申請等について

１ 許可の種類等について

(1) 新規許可

法で定める次の産業廃棄物処理施設を設置するにあたっては、申請を行い、許可を受ける

必要があります。

No 施設の種類 能 力

1 汚泥の脱水施設 処理能力：10m /日超3

2 汚泥の乾燥施設 処理能力：10m /日超3

（天日乾燥施設の場合は、100m /日超）3

3 汚泥の焼却施設 次の何れかに該当する施設
（ＰＣＢ等を除く） ・処理能力：5m /日超3

・処理能力：200kg/時間以上
・火格子面積：2m 以上2

4 廃油の油水分離施設 処理能力：10m /日超3

5 廃油の焼却施設 次の何れかに該当する施設
（ＰＣＢ等を除く） ・処理能力：1 m /日超3

・処理能力：200㎏/時間以上
・火格子面積：2m 以上2

6 廃酸又は廃アルカリの中和施設 処理能力：50m /日超3

7 廃プラスチック類の破砕施設 処理能力：5t/日超

8 廃プラスチック類の焼却施設 次の何れかに該当する施設
（ＰＣＢ等を除く） ・処理能力：100kg/日超

・火格子面積：2m 以上2

9 木くず又はがれき類の破砕施設 処理能力：5t/日超

10 有害金属等又はダイオキシン類を含む汚 すべて
泥のコンクリート固型化施設

11 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼 すべて
施設

12 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシ すべて
アン化合物の分解施設

13 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融 すべて
施設

14 廃ＰＣＢ等、ＰＣＢ汚染物又はＰＣＢ処 すべて
理物の焼却施設

15 廃ＰＣＢ等又はＰＣＢ処理物の分解施設 すべて

16 ＰＣＢ汚染物又はＰＣＢ処理物の洗浄施 すべて
設又は分離施設

17 産業廃棄物の焼却施設 次の何れかに該当する施設
３ ５ ８ 14に掲げるものを除く ・処理能力：200kg/時間超（ 、 、 、 。）

・火格子面積：2m 以上2

18 産業廃棄物の最終処分場 すべて

※ 同一事業場内で、同様の産業廃棄物の処理施設を複数設置する場合、それらの処理能力の合

算値で設置許可の有無を判断することになります。
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(2) 変更許可

処理施設の設置後、処理能力の増加など次に掲げる変更をしようとするときは、あらかじめ

変更許可を受けなければなりません。

①処理能力が10%以上増加する変更

②処理施設の設置の位置に係る変更

※ 同一事業場内で施設を移動させる場合は、変更許可を受けなければなりません。事

、 、 。業場を離れ 別の場所に移動させて設置する場合は 新規設置許可が必要となります

③処理施設の処理方式に係る変更

④処理施設の構造・設備に係る変更であって、処理施設の種類に応じた次の設備の変更

○汚泥の脱水施設：脱水機

○汚泥の乾燥施設：乾燥設備

○汚泥・廃油・廃プラスチック類・廃PCB等・産業廃棄物の焼却施設：燃焼室

○廃油の油水分離施設：油水分離設備

○廃酸・廃アルカリの中和施設：中和槽

○廃プラスチック類・木くず・がれき類の破砕施設：破砕機

○ダイオキシン類等を含む汚泥のコンクリート固形化施設：混練設備

○水銀等を含む汚泥のばい焼施設：ばい焼室

○汚泥・廃酸・廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設：熱分解設備又は分解槽

○廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設

○廃PCB等の分解施設：反応設備

○廃PCB等の洗浄施設又は分離施設：洗浄設備又は分離設備

○遮断型産業廃棄物最終処分場：外周仕切設備

○管理型産業廃棄物最終処分場：遮水層又は擁壁若しくはえん堤

○安定型産業廃棄物最終処分場：擁壁又はえん堤

※ 主要設備の老朽化等により、同一施設に入替えする場合であっても、変更許可が必

要です。また、主要設備以外の施設を全面的に刷新する場合は、新規設置許可が必要

となります。

⑤処理施設の構造・設備に係る変更であって、当該変更に伴う排ガス・放流水の水質の変

化により生活環境への影響を増大させることとなる変更

⑥処理に伴い生ずる排ガス・排水の排出方法（排出口の位置、排出先等）の変更、又は排

出量を増大する変更

⑦維持管理に関する計画に係る次に掲げる事項の変更

○排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成するこ

ととした数値の変更（影響が減少することとなる変更を除く）

○排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度を低くする変更

○その他産業廃棄物処理施設の維持管理に関する事項の変更

(3) 譲受・借受許可

産業廃棄物処理施設の設置許可を受けた者から、当該産業廃棄物処理施設を譲り受け、又は

借り受けようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

(4) 法人合併・分割認可



- 5 -

産業廃棄物処理施設の設置許可を受けた者が法人である場合において、当該法人の合併又は

分割する場合は、都道府県知事の認可を受けなければなりません。

ただし、産業廃棄物処理施設の設置許可を受けた法人が、当該法人の合併又は分割後も存続

する場合は、認可は不要です。

２ 許認可の申請先

那覇市内の地域に産業廃棄物処理施設を設置するには、那覇市長の許可を受ける必要があり

ます。例えば、移動式施設を設置する場合で、那覇市内を含む県内一円の排出事業場に処理施

設を設置するには、県知事の許可と那覇市長の許可を受ける必要があります。

、 、 （ ）なお 那覇市長の許可については 那覇市環境部廃棄物対策課 TEL：098-951-3231

へお問合せ下さい。

３ 申請方法等

(1) 申請の受付場所：各保健所

産業廃棄物処理施設の許可申請書等は、次ページに示した業を行う場所を管轄する保健所

に提出して下さい。

、 、 （ 、 ） 。なお 申請の際は 担当者が形式審査 申請書の記載内容 添付書類の確認 を行います

(2) 申請受付時間：平日の午前９～１２時、午後１～５時

あらかじめ管轄保健所に連絡して、担当者と来庁時間を相談してください。

(3) 提出部数：正副２部（申請者の控えが必要な場合は３部）

副本は、正本の写し（コピーしたもの）で構いません。

保健所名 連絡先・住所 管轄区域

北部保健所 0980-52-2636 名護市、本部町、国頭村、大宜味村、東

生活環境班 名護市大中2-13-1 村、今帰仁村、伊江村、伊平屋村、伊是

名村

中部保健所 098-938-9787 沖縄市、うるま市、宜野湾市、金武町、

環境保全班 沖縄市美原1-6-28 嘉手納町、北谷町、恩納村、宜野座村、

読谷村、北中城村、中城村

南部保健所 098-889-6799 浦添市、豊見城市、糸満市、南城市、南

環境保全班 南風原町字宮平212 風原町、八重瀬町、与那原町、西原町、

、 、 、 、久米島町 渡嘉敷村 座間味村 粟国村

渡名喜村、南大東村、北大東村

宮古保健所 0980-72-3501 宮古島市、多良間村

生活環境班 宮古島市平良字東仲宗根476

八重山保健所 0980-82-3243 石垣市、竹富町、与那国町

生活環境班 石垣市字真栄里438

※ 事務所と処理施設の設置場所が別であったとしても、当該処理施設の設置場所の所在地を

所管する保健所が窓口となります。
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４ 申請手数料

申請に当たっては 「沖縄県使用料及び手数料条例」に基づき、次の申請手数料（平成24年、

4月1日現在）が必要となります。銀行又は各保健所内証紙売捌き所等で申請手数料相当の沖

縄県収入証紙を購入し、申請書に添付してください。なお、申請手数料は、申請書の受理後、

不許可や申請取り下げの場合でも返還できません。

許可申請の種類 申請手数料の額(円)

産業廃棄物処理施設 新規設置許可 140,000
（焼却施設・最終処分場）

変更許可 130,000

産業廃棄物処理施設 新規設置許可 120,000
（焼却施設・最終処分場以外）

変更許可 110,000

産業廃棄物処理施設 譲受け等許可 70,000

法人合併・分割等許可 70,000

５ 産業廃棄物処理施設の設置許可手続の流れ

(1) 手続きの流れ

事業者 県 市町村 住 民

資格の取得 (財)日本環境衛生センターの講習会の受講

設置許可申請 申 請 管轄保健所での形式審査

本庁への進達

告示・縦覧 （１ヶ月）

※ 焼却施設と最終処分場の 市町村長の意見

場合にのみ行う手続 利害関係者の意見

（縦覧＋２週間）
専門委員の意見

審 査

許可・不許可

（許可の場合）
施設の建設

使用前検査 管轄保健所が行う

施設の稼働

注１）廃棄物処理法以外の法律でも規制を受ける場合は、当該法律に基づく許認可等に係
る手続も必要です。

注２）沖縄県産業廃棄物処理施設等の設置に関する指導要綱で定める産業廃棄物処理施設
等を設置する必要がある場合は、申請前に事前協議が必要です。
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(2) 資格の取得

廃棄物処理法第15条に基づく産業廃棄物処理施設の設置許可申請には、申請者の能力に係

る書類として「当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を証明する書

類」が添付書類として定められております。本県では、(一財)日本環境衛生センターが認定す

る講習会を終了し同財団が認定する技術管理士の認定証を当該書類として扱っておりますの

で、申請の前に、同財団が認定する産業廃棄物処理施設に係る講習会を受講してください。

講習会の受講の申し込みなど詳細については、同財団に問い合わせてください。

一般財団法人 日本環境衛生センター 西日本支局研修部

住所：〒816-0943 福岡県大野城市白木原3-5-11

電話：092-593-8226 FAX：092-572-1326

(3) 他法令手続きについて

産業廃棄物処理施設を設置する予定の土地について、環境関連法規及び、環境関連法規以外

の他法令（都市計画法、建築基準法、農地法、農業振興法等）に係る規制の有無を、当該他法

、 、 。令を所管する機関に確認し 規制を受けている場合には 当該手続きを行うようにして下さい

(4) 産業廃棄物処理施設等の設置に関する事前協議について

産業廃棄物処理施設の許可申請を行う場合で、沖縄県産業廃棄物処理施設等の設置に関する

指導要綱に定める施設（焼却施設、最終処分場等）を設置する場合には、同要綱に基づく事前

協議が必要となります。

「 （URL：http://www.pref.o沖縄県産業廃棄物処理施設等の設置に関する指導要綱について」

kinawa.jp/site/kankyo/seibi/sangyo/settisidouyoukou.html）

また、同要綱の対象ではない施設にあっても、産業廃棄物処理施設の設置に係る周辺地域住

民とのトラブルを未然に防止するため、設置許可申請の前に、周辺地域住民に対して事業内容

を十分に説明し理解を得て下さい。

(5) 審査について

（ 、 ）審査の標準処理期間は申請書受理後65日 焼却施設お及び最終処分場の場合は 130日

です。申請内容に誤りや書類の不足等がある場合は、書類の修正や追加提出を指示します。

なお、補正に要する期間、土日、祝祭日等は、標準作業期間に含まれません。詳しくは、標

準処理期間一覧をご覧ください。

（URL：http://www.pref.okinawa.jp/site/kankyo/seibi/hyoujyunshorikikan.html）

また、審査にあたっては、次の事項を確認します。

ア 施設基準等

現場確認又は書類審査により、処理計画や処理施設等が基準に適合しているか審査しま

す。廃棄物処理法で定める許可基準に適合しない場合は不許可となりますので、事業内容

（処理施設、処理方法等）が、基準に適合するよう計画してください。

イ 欠格要件
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許可基準に定められた欠格要件への該当性の有無を確認するため、県警察本部や地方検

察庁、本籍市町村に対し、申請者、役員、未成年者の法定代理人（法定代理人が法人であ

る場合には、法人及び役員 、出資者、使用人の犯罪歴等の照会を行います。）

また、暴力団員であるなどの欠格要件に該当する者がいる場合、不許可となります。添

付書類の「欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面 （様式１－４）を作成す」

る際に留意してください。

ウ 経理的基礎

産業廃棄物処理業の許可については、事業を的確にかつ継続して行うことのできる経理

的基礎を有していることが許可基準として定められてます。そのため、経営状況が債務超

過に陥っている場合等については、不許可となる場合があります。

(6) 許可証について

ア 許可証の交付

許可証は、管轄保健所が交付しますので、保健所からの連絡、指示に従ってください。

なお、郵送をご希望する場合は、郵送料をご負担いただくことになります。送付先を記入

したレターパック等を提出するなど、あらかじめ郵送方法を管轄保健所の担当と調整して

ください。

イ 許可証の取扱い

① 許可証は事務所等の見やすい場所に掲示して下さい。

② 許可証を他人に譲渡したり、貸与することはできません。

③ 新たな許可証の交付、施設の廃止等の理由によって不要となった許可証は、速やかに

返納して下さい。

ウ 取り扱うことができる産業廃棄物

産業廃棄物処理業において、取り扱うことができる産業廃棄物の種類は、許可証に記載

されている種類に限定されます。それ以外の産業廃棄物を取り扱うことはできません。

(7) 処理施設の設置許可と処理業の許可

この申請で取得する許可は、産業廃棄物処理施設の設置許可です。産業廃棄物の収集運搬

又は処分を業として行うためには、処理施設の設置許可を取得した後、産業廃棄物処理業の

許可を取得する必要があります。

６ 各種届出

(1)軽微変更等届出

設置許可取得後、軽微な変更（変更許可が必要となる変更以外の変更であって、次に掲げ

る事項の変更）をしたときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければなりません。

届出にあたっては、ｐ13-15をご覧下さい。

○氏名又は名称、住所、法人にあっては代表者の氏名

○汚泥・廃油・廃プラスチック類・廃PCB等・産業廃棄物の焼却施設：焼却灰等の処分

方法

○廃油の油水分離施設、廃酸・廃アルカリの中和施設、汚泥・廃酸・廃アルカリに含まれ

るシアン化合物の分解施設：汚泥等の処分方法
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○産業廃棄物最終処分場：埋立処分計画及び災害防止計画

○産業廃棄物の搬入・搬出時間、搬入・搬出方法

○着工予定年月日、使用開始予定年月日

○法定代理人、役員、出資者、使用人

○処理施設の廃止、休止、休止後の再開

(2) 特定欠格要件該当届出

廃棄物処理法に違反し罰金刑を受けた場合など、欠格条項に該当するに至ったときは、該

当した日から２週間以内にその旨を知事に届け出なければなりません。

７ 無害化処理認定制度について

(1) 無害化処理認定制度の対象となる廃棄物

○ 石綿（アスベスト）が含まれている産業廃棄物（特別管理産業廃棄物の廃石綿等）

○ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる廃棄物でアスベストをその重量の0.1％を

超えて含有する産業廃棄物（石綿含有産業廃棄物）

(2) 認定の法律上の効果

ア 認定を受けることで、廃棄物処理業及び廃棄物処理施設の設置について、県知事の許可

を取得する必要がなくなります。

ただし、認定を受けた施設で無害化処理以外の処理を行う場合は、認定の他に別途処理

業及び処理施設の設置に許可の取得が必要となります。

イ 認定を受けた処理業者については、廃棄物の処理基準等が適用され、廃棄物収集運搬業

者又は廃棄物処分業者とみなされます。

(3) 認定の申請

無害化処理に係る認定は環境大臣が行います。認定に係る申請手続等は、地方環境事務所

を経由して行われますので、申請書の提出や詳細の問い合わせは、次の九州地方環境事務所

に行って下さい。

環境省 九州地方環境事務所 廃棄物・リサイクル対策課

住所：〒860-0047 熊本県熊本市西区春日2-10-1

電話：096-322-2410 FAX：096-322-2446

８ 申請書等の作成について

ア 申請書及び届出書には、廃棄物処理法で定める様式を用いて下さい。また、添付書類に

ついては、原則、本手引きで示した様式を用いて下さい。

なお、行政書士等に委任される場合は、委任状を提出して下さい。

イ 申請書類は次の順番で綴って下さい。

①申請書

②申請手数料（収入証紙を貼ったもの）

※ 軽微変更届出等の場合、証紙は不要です。

③廃棄物処理法で定める添付書類（書類リストの順番で綴ること）

ウ 申請書への添付書類は、本手引きに載せてある添付書類リストを活用してチェックし、

書類に不足のないように確認してください。
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産業廃棄物処理施設許可申請・届出書リスト
１ 産業廃棄物処理施設の設置許可申請書類リスト No.1

書類リスト 作成要領等

□ ○当該廃棄物処理施設設置許可申請書類リスト ・申請前に書類の漏れがない
添付する書類については、左の□にチェックを入れてください。 か確認し、申請書類に添付し

☑（例： ） てください。

□ １ 産業廃棄物処理施設設置許可申請書 ・p16-19参照
○新規許可申請 → 様式第十八号
○変更許可申請 → 様式第二十二号

２ 産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする書類 ・p19-20参照
□ ①設計計算書

（最終処分場の場合）
□ ②求積図
□ ③埋立面積・埋立容量の計算書
□ ④構造物の安定計算書、法面の安定計算書 及び 構造図
□ ⑤雨水排水施設の設計計算書 及び 構造図
□ ⑥浸出水集排水管の設計計算書 及び 構造図
□ ⑦遮水工の種類、材質、施工に関する書類
□ ⑧土量計算書
□ ⑨平面図、縦横断面図、構造図
□ ⑩管理棟、道路、囲い、門扉、表示板、堰堤等の構造図
□ ⑪切土盛土図

□ ３（最終処分場の場合）周囲の地形・地質・地下水の状況を明らかにする書類 ・p20参照
・図面

□ ４（最終処分場以外の施設の場合）処理工程図 ・p20参照

□ ５ 付近の見取図 ・p20参照

□ ６ 技術的能力を説明する書類 ・p20参照
○技術管理士認定証の写し

７ 設置・維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書 ・p21参照
類（様式４－１）

８ 経理的基礎に関する書類 ・p21-22参照
（法人の場合） ・納税証明書については 納、「

□ ①貸借対照表（直前３年間） 税証明書（その1 （納付す）」
□ ②損益計算書（直前３年間） べき税額、納付した税額及び
□ ③株主資本等変動計算書（直前３年間） 未納税額等の証明）を添付し
□ ④個別注記表（直前３年間） て下さい。
□ ⑤直前３年間の法人税の納税証明書

（個人の場合）
（個人の場合） ※③については、納税証明書

□ ①資産に関する調書（様式１－３） にて納付すべき額が確認でき
□ ②直前３年間の所得税の納税証明書 ないなどの場合に添付して下
□ ③所得を確認する書類（源泉徴収票の写し、所得証明書等） さい。

９ 申請者に関する書類 ・p22参照
（法人の場合）

□ ①定款又は寄附行為の写し ※住民票は本籍地の記載があ
□ ②履歴事項全部証明書（旧：商業登記簿謄本） るもの、かつ個人番号（マイ

ナンバー）の記載がないもの
（個人の場合） を添付してください。

□ ①住民票抄本（本籍地記載のあるもの。外国人にあっては、国籍等の記載の ※登記事項証明書の氏名、生
。 、 、 、あるもの ） 年月日 住所 本籍の記載は

□ ②登記事項証明書（被後見人等が登記されていないことの証明書） 住民票の記載と合わせて下さ
い。

（次ページに続く）
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産業廃棄物処理施設の設置許可申請書類リスト No.２

書類リスト 備 考

□ 10 申請者（役員・使用人を含む）が欠格要件に該当しない旨の誓約書（様式 ・p22参照

１－４）

11 法人役員に関する書類 ※申請者が法人の場合のみ添

□ ①役員（監査役等を含む）の住民票抄本（本籍地記載のあるもの。外国人に 付

あっては、国籍等の記載のあるもの ）。

□ ②役員の登記事項証明書（被後見人等が登記されていないことの証明書） ・p22参照

12 法定代理人に関する書類

（法人の場合） ※申請者が未成年者である場

□ ①法定代理人である法人の履歴事項全部証明書（旧：商業登記簿謄本） 合のみ添付

□ ②法定代理人である法人役員の住民票抄本（本籍地記載のあるもの。外国人

にあっては、国籍等の記載のあるもの ） ・p22参照。

□ ③法定代理人である法人役員の登記事項証明書（被後見人等が登記されてい

ないことの証明書）

（個人の場合）

□ ①法定代理人の住民票抄本（本籍地記載のあるもの。外国人にあっては、国

籍等の記載のあるもの ）。

□ ②法定代理人の登記事項証明書（被後見人等が登記されていないことの証明

書）

13 出資者等に関する書類 ※申請者が法人の場合のみ添

（出資者が個人の場合） 付

□ ①出資者の住民票抄本（本籍地記載のあるもの。外国人にあっては、国籍等

の記載のあるもの ） ・p22参照。

□ ②出資者の登記事項証明書（被後見人等が登記されていないことの証明書）

（出資者が法人の場合）

□ ①履歴事項全部証明書（旧：商業登記簿謄本）

14 使用人に関する書類 ※申請者に使用人がいる場合

□ ①使用人の住民票抄本（本籍地記載のあるもの。外国人にあっては、国籍等 のみ添付

の記載のあるもの ）。

□ ②使用人の登記事項証明書（被後見人等が登記されていないことの証明書） ・p22参照

□ ③使用人が令第６条の10に該当することを証する書類（様式１－５）

□ 15 有価証券報告書（添付した場合、８、９の書類は省略可能） ・p23-24参照

□ 16 先行許可証（添付した場合、９～14の書類は省略可能） ・p24参照

先行許可証（第 号）

□ 17 生活環境影響調査結果を記載した書類 ・p23参照

□ 18 その他 ・p23参照

○他法令に係る調整経過を記した書類（様式１－１)

○周辺地域住民への説明状況を証する書類

（要綱対象施設の場合は事前協議終了通知書）

○施設の所有権・使用権原を証明する書類

○事故時の対応を記した書類

○許可基準等との対比表
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２ 産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書リスト No.1

書類リスト 備 考

□ ○当該産業廃棄物処理施設警備変更等届出署リスト
☑添付する書類については、左の□にチェックをしてください （例： ）。

□ １ 産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書（様式第二十三号） ・変更のあった日から遅滞な
く届出すること

□ ２ 直近で交付された許可証の写し

□ ３ 変更内容に応じた添付書類（次の表に掲げる書類）

○変更内容に伴い必要となる書類一覧

変更内容 必要書類（注１）
☑該当する変更事項は、左の□にチェック □にチェックしてください （例： ）。

☑してください （例： ）。

□ ○住所、氏名又は名称の変更 （届出者が法人の場合）

□ ①定款又は寄附行為の写し

□ ②履歴事項全部証明書（旧：商業登記簿謄本）

（届出者が個人の場合）

（ ）（ 。 、□ ①住民票抄本 注２ 本籍地記載のあるもの 外国人にあっては

国籍等の記載のあるもの ）。

□ ②登記事項証明書（被後見人等が登記されていないことの証明書）

（ ）（ 。 、□ ○役員の変更 □ ①住民票抄本 注２ 本籍地記載のあるもの 外国人にあっては

国籍等の記載のあるもの ）。

□ ②登記事項証明書（被後見人等が登記されていないことの証明書）

□ ③届出者（法人）の履歴事項全部証明書（旧：商業登記簿謄本）又

はその他役員の変更があったことを証する書類

□ ④申請者が欠格要件に該当しない旨の誓約書（様式１－４）

※ ①及び②の書類については、新たに役員が加わった場合にのみ

添付して下さい（既存の役員について、①及び②の書類を提出す

る必要はありません 。。）

□ ○法定代理人の変更 （法人の場合）

□ ①法定代理人である法人の履歴事項全部証明書（旧：商業登記簿

謄本）

□ ②法定代理人である法人役員の住民票抄本（注２ （本籍地記載）

のあるもの。外国人にあっては、国籍等の記載のあるもの ）。

□ ③法定代理人である法人役員の登記事項証明書（被後見人等が登

記されていないことの証明書）

（個人の場合）

□ ①法定代理人の住民票抄本（注２ （本籍地記載のあるもの。外）

国人にあっては、国籍等の記載のあるもの ）。

□ ②法定代理人の登記事項証明書（被後見人等が登記されていない

ことの証明書）

注１ 必要書類の作成要領等については、産業廃棄物処理施設の設置許可申請書の作成要領を参考にして下さい。
注２ 住民票は本籍地の記載があるもの、かつ個人番号（マイナンバー）の記載がないものを添付してください。

（次ページに続く）
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産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書リスト No.２

変更内容 必要書類（注１）
☑該当する変更事項は、左の□にチェック □にチェックしてください （例： ）。

☑してください （例： ）。

□ ○出資者等の変更 （出資者が個人の場合）

□ ①住民票抄本（注２ （本籍地記載のあるもの。外国人にあって）

※ 出資者等とは、株主又は出資者 は、国籍等の記載のあるもの ）。

（ ）のうち、株式総数又は出資額の５％ □ ②登記事項証明書 被後見人等が登記されていないことの証明書

以上を有する者のことです。 （出資者等の変更のうち、変更のあった者が法人の場合）

□ ③出資者の変更が確認できる議事録の写し等

（出資者が法人の場合）

□ ○出資者等の履歴事項全部証明書（旧：商業登記簿謄本）

※ 上記の添付書類については、新たに出資者等が加わった場合

にのみ提出して下さい（既存の出資者等について、上記の添付

書類を提出する必要はありません 。。）

□ ○使用人の変更 □ ①住民票抄本（注２ （本籍地記載のあるもの。外国人にあって）

は、国籍等の記載のあるもの ）。

（ ）□ ②登記事項証明書 被後見人等が登記されていないことの証明書

□ ③申請者が欠格要件に該当しない旨の誓約書（様式１－４）

□ ④使用人が令第６条の10に該当することを証する書類（様式１

－５）

□ ○次の処分後の廃棄物の処分方法 □ ○変更後の処分後の廃棄物の処分方法を記載した書類

・焼却施設にあっては、焼却灰等の

処分方法の変更

・油水分離施設、中和施設、分解施

設にあっては、汚泥等の処分方法

・廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物

の溶融施設にあっては、溶融処理

に伴い生ずる廃棄物の処分方法の

変更

□ ○産業廃棄物の最終処分場にあって □ ○変更後の埋立処分計画、災害防止計画を記載した書類

は、埋立処分計画、災害防止計画

の変更

□ ○産業廃棄物の搬入、搬出時間及び □ ○変更後の産業廃棄物の搬入、搬出時間及び方法に関する事項を

方法に関する事項の変更 記載した書類

□ ○着工予定年月日又は使用開始年月 □ ○変更後の着工予定年月日又は使用開始年月日を記載した書類

日の変更

注１ 必要書類の作成要領等については、産業廃棄物処理施設の設置許可申請書の作成要領を参考にして下さい。

注２ 住民票は本籍地の記載があるもの、かつ個人番号（マイナンバー）の記載がないものを添付してください。

（次ページに続く）
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産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書リスト No.３

変更内容 必要書類（注１）
☑該当する変更事項は、左の□にチェック □にチェックしてください （例： ）。

☑してください （例： ）。

□ ○産業廃棄物の種類の変更であっ □ ○（変更がある場合）変更後の産業廃棄物処理施設の維持管理に

て、廃棄物処理法施行規則第12 関する計画を記載した書類

条の８各号に該当しない変更

□ ○処理能力計算書

※当該変更は、許可の変更を要する

場合があるので、変更前に、必ず

管轄の保健所又は環境整備課に事

前相談して下さい。

□ ○産業廃棄物処理施設の処理能力の □ ○処理能力計算書

変更であって、当該処理能力が1

0%以上増加するに至らないもの

□ ○産業廃棄物処理施設の位置、構造 □ ○変更後の産業廃棄物処理施設の位置、構造等に関する計画を記

等に関する計画の変更であって、 載した書類

廃棄物処理法施行規則第12条の

８各号に該当しない変更

※当該変更は、許可の変更を要する

場合があるので、変更前に、必ず

管轄の保健所又は環境整備課に事

前相談して下さい。

□ ○産業廃棄物処理施設の維持管理に □ ○変更後の産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画を記載し

関する計画の変更 た書類

注１ 必要書類の作成要領等については、産業廃棄物処理施設の設置許可申請書の作成要領を参考に

して下さい。
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作成要領産業廃棄物処理施設設置許可申請書の

１ 申請書様式の記入要領

(1) 「申請者の住所・氏名・電話番号 （第１面）」

ア 住所は、住民票や登記事項証明書等に沿って、地番等を省略せずに正確に記載して下さ

い。

イ 電話番号は、申請者のものを記載して下さい。事務所や事業場の電話番号は 「事務所、

及び事業場の所在地」の欄に記載して下さい。

(2) 「産業廃棄物処理施設の設置の場所 （第１面）」

施設を設置することを予定している場所の住所を、土地の登記簿等に沿って、地番等を省

略せずに正確に記載して下さい。

また、地番が複数にまたがる場合は、その全筆を記載して下さい。

(3) 「産業廃棄物処理施設の種類 （第１面）」

廃棄物処理法施行令第７条に規定された施設の区分（汚泥の脱水施設、がれき類の破砕施

設等 （ｐ３参照）を記載して下さい。）

(4) 「産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類 （第１面）」

産業廃棄物の種類には、廃棄物処理法第２条第４項及び同法施行令第２条に規定された種

類（特別管理産業廃棄物の場合、施行令第２条の４）を記載して下さい。

○法第2条第4項

①燃え殻、②汚泥、③廃油、④廃酸、⑤廃アルカリ、⑥廃プラスチック類

○施行令第2条

、 、 、 、 、 、⑦紙くず ⑧木くず ⑨繊維くず ⑩動植物性残さ ⑪動物系固形不要物 ⑫ゴムくず

、 、 、 、⑬金属くず ⑭ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず ⑮鉱さい ⑯がれき類

⑰動物のふん尿、⑱動物の死体、⑲ばいじん、⑳産業廃棄物の処理物（第13号廃棄物）

※ 最終処分を行う業者については、次の産業廃棄物を取り扱う場合であって、石綿含有

産業廃棄物（石綿含有量0.1％以上の非飛散性アスベスト廃棄物）を「含む 「含まな」

い」について、その旨を明記して下さい。

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ガラスくず・コンクリートくず及

び陶磁器くず、がれき類

なお、石綿含有産業廃棄物については、溶融処理又は無害化処理以外の中間処理は原

則禁止されてますので、注意して下さい。

○施行令第2条の４（特別管理産業廃棄物の場合）
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①廃油（揮発油類、灯油類及び軽油類であって、燃焼しやすいもの 、②廃酸（水素）

イオン濃度指数が2.0以下であるもの 、③廃アルカリ（水素イオン濃度指数が12.5）

以上であるもの 、④感染性産業廃棄物、⑤特定有害産業廃棄物（※））

※ 特定有害産業廃棄物の場合 具体的な産業廃棄物の種類 例：廃ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ等 ﾎﾟ、 （ 、

、 、 、ﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ汚染物 ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ処理物 廃水銀等及び当該廃水銀等を処理したもの

廃石綿等）を記載し、有害物質が含まれる産業廃棄物の場合は、その含有物まで正確に

記載して下さい（例：廃油（ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝを含むことのみにより有害なもの

に限る 。。））

また、有害物質の種類等については、手引き巻末の参考事項を御覧下さい。

※ 特定有害産業廃物のうち「廃水銀等」の硫化施設については、ｐ３で示す産業廃棄物

処理施設に平成29年10月１日から追加される予定であることに留意してください。

(5) 「着工予定年月日」及び「使用開始予定年月日 （第１面）」

産業廃棄物処理施設の設置を着工する予定年月日及び当該施設の使用を開始する予定年月

日を記載して下さい。

(6) 「許可の年月日」及び「許可番号 （第１面）」

ここには、何も記載しないで下さい。空欄のままで結構です。

(7) 「産業廃棄物処理施設の処理能力 （第１面）」

最終処分場以外の処理施設の場合、処理能力は、１時間当たりの処理能力と稼働時間、及

びこれらを乗じて得た１日当たりの処理能力を記載して下さい。ただし、実稼働時間が１日

当たり８時間に達しない場合には、稼働時間を８時間として１日当たりの処理能力を求めて

下さい。

最終処分場の場合は、埋立区域の面積（事業場の面積ではありません）及び埋立容量を記

載して下さい。

(8) 「産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項 （第１面）」

ア 「産業廃棄物処理施設の位置」

施設の設置予定場所の敷地内での施設の配置位置の所在地を、土地の登記簿等に沿って地

番等を省略せずに記載して下さい。事業場の所在地の地番が複数ある場合は、その地番のう

ち施設を配置する地番を記載して下さい。

また、敷地内における処理施設の配置の図面も必ず添付して下さい。

イ 「産業廃棄物処理施設の処理方法」

施設の処理方法には、例えば、脱水施設であればフィルタープレス方式等を、破砕施設で

あれば二軸破砕方式等を、焼却施設であればストーカ式、ロータリーキルン方式、乾留ガス

化燃焼方式等を、最終処分場であれば安定型最終処分場、管理型最終処分場、遮断型最終処

分場の別を記載して下さい。



- 17 -

ウ 「産業廃棄物処理施設の構造及び設備」

許可基準に適合することが確認できるよう主要な設備名を記載し、構造を明らかにする平

面図、立面図、断面図及び構造図その他の図面等を添付して下さい。

生活環境保全に係る設備（スプリンクラー、防音壁、排水処理設備、排ガス処理設備等）

については、その配置・規模等が明らかになるよう図面を作成し、必要に応じてパンフレッ

トを添付してください。

また、産業廃棄物の受入・保管、前処理（選別、小割り等 、中間処理（破砕、焼却等 、） ）

中間処理後物の保管・搬入までの処分工程を明らかにしたフロー図等も添付してください。

エ 「処理に伴い生ずる排ガス及び排水」

、 、 、 。排ガスについては 排ガス量 処理方法 煙突の数・設置位置・高さ等を記載して下さい

、 、 、 。排水については 排水量 処理方法 放流口の数・位置・流向・放流先等を記載して下さい

また、排ガス及び排水の処理方法については処理系統図を添付し、煙突の設置位置等や放

流口の位置等についても図面も添付して下さい。

処理に伴い排ガス及び排水が生じない場合は、その旨と理由を記載して下さい。

オ 「排ガスの性状、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値」

施設の定常運転を行った際の設計計算値を記載して下さい。

また、排ガス又は排水を生じない施設の場合、例えば、破砕施設であれば、生活環境影響

調査結果を利用して、敷地境界線上における騒音予測値等を記載して下さい。

カ 「その他産業廃棄物処理施設の構造等に関する事項」

施設の主要な構造以外に、例えば「移動式破砕施設」であるなどの特記すべき事項を記載

して下さい。

また、最終処分場の場合には、埋立処分開始後に必要となる観測井の位置を示した図面も

添付して下さい。

(9) 「産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に係る事項 （第２面）」

ア 「排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成するこ

ととした数値」

生活環境影響調査において、申請者として施設に係る周辺の生活環境の保全を考慮した上

で自ら達成することとした排ガスの濃度、放流水の水質、騒音レベル等を記載して下さい。

各環境関連法令等において定められている規制基準値等を達成することとした数値とした

場合には、当該規制基準値等を記載して下さい。

イ 「測定頻度に関する事項」

申請者自ら実施することとした排ガス等の測定頻度・箇所数等を記載して下さい。当該測

定頻度等が廃棄物処理法等で定められているものと同じ場合であっても記載して下さい。

ウ 「その他産業廃棄物処理施設の維持管理に関する事項」
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その他の維持管理に関する事項としては、廃棄物処理法で定められている維持管理基準以

外の事項（例えば、施設の点検等に関する事項等）を記載して下さい。

(10) 「災害防止のための計画 （第２面）」

最終処分場である場合にのみ記載し、次の事項について、具体的な対策の内容や連絡体制

等を記載して下さい。

○ 公共の水域及び地下水の汚染の防止に関する事項

○ 火災の発生の防止に関する事項

○ その他最終処分場に係る災害の防止に関する事項（台風や豪雨等による災害）

(11) 「焼却灰等の処分方法 （第２面）」

自家処分、委託処分のうち、該当するものに丸をつけ、処分の方法を具体的に記載して下

さい。

(12) 「埋立処分の計画 （第２面）」

最終処分場である場合のみ記載して下さい。

埋立処分の計画には、埋立方式（サンドイッチ方式、セル方式等 、埋立順序、埋立の法）

面の形状、埋立て高さ、埋立処分終了予定年月日、埋立処分終了後に行う維持管理の内容を

記載して下さい。また、関連する図面も添付して下さい。

(13) 「産業廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項 （第２面）」

処理施設への廃棄物の搬入及び処理残さ等の搬出の手段・搬出先、搬入・搬出の経路及び

時間等を記載して下さい。経路については、地図も添付して下さい。

(14) 「法第14条第5項第2号ニに規定する役員 （第３面）」

「役員」には、監査役、監事、その他これに類する者も含まれますので、これらの者につ

いて、住民票に沿って正確に記入して下さい。

(15) 「令第6条の10に規定する使用人 （第４面）」

「 」 、 、 、使用人 とは 申請者の使用人であって 次に掲げるものの代表者であるものですので

これらの者がある場合は、住民票に沿って正確に記入して下さい 。。

① 本店又は支店の代表者

② ①のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、産業廃棄物処

理業についての契約締結権限を有する者を置くもの。

２ 添付書類の記入上の注意事項

(1) 「産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書」

ア 構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図その他の図面等を添付して下さ

い。また、当該施設のメーカーが作成している能力計算書、仕様書やカタログ等も添付し

て下さい。
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イ 最終処分場の場合、次の図面等も添付して下さい。

○求積図

○埋立面積・埋立容量の計算書

○構造物の安定計算書（転倒、滑動及び沈下等について記載したもの 、法面の安定計算）

書及び構造図

○雨水排水施設の設計計算書（流域面積、排水路、沈砂池等について記載したもの）及び

構造図

○浸出水集排水管の設計計算書及び構造図

○遮水工の種類、材質及び施工に関する書類

○土量計算書

○最終処分場の構造を明らかにする平面図（管理棟、道路、囲い、門扉、表示板、堰堤等

を含むもの 、縦横断面図及び構造図）

○管理棟、道路、囲い、門扉、表示板、堰堤等の構造図

○切土盛土図

「 」(2) 最終処分場にあっては､周囲の地形､地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

ア 周辺の地形に係る図面は、縮尺が1,000分の1程度のものにして下さい。

イ 地質及び地下水に係る調査結果書等には、ボーリング調査結果（柱状図を含む）も添付

して下さい。

(3) 「最終処分場以外の産業廃棄物処理施設にあっては、処理工程図」

処理施設への廃棄物の搬入から、中間処理等、処理残さ等の最終処分場等への搬出までの

工程を分かりやすくフロー図で示して下さい。

(4) 「当該産業廃棄物処理施設の付近の見取図」

付近の見取り図（住宅地図の写し等）については、周囲の広い範囲が確認できる縮尺が大

きなもの（縮尺2万5千分の1程度のもの）と、周辺の住宅・病院等との距離が確認できる

縮尺が小さなもの（縮尺5千分の1程度のもの）を添付して下さい。周辺に住宅・病院等が

なければ公図との兼用でも構いません。

(5) 「産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類」

(財)日本環境衛生センターが認定する講習会の修了証の写しを添付して下さい。

《注意事項》

、 。○ 講習会の受講対象は 処理施設の維持管理に関する技術上の業務を担当する者とする

また、その者は、維持管理する事務に従事する他の職員を監督する立場でなければなら

ないため、施設設置場所において常駐する責任者等が想定される。
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(6) 施設の設置及び維持管理に要する資金の総額 その資金の調達方法を記載した書類 様「 、 」（

式４－１）

ア 施設の設置及び維持管理に要する資金の総額とは、施設の設置及び維持管理に必要と判

断される一切の資金を言います。事業計画に応じて、具体的な項目を挙げ、それぞれに必

。 、 、 、 、要な金額を記入して下さい また その際は 資本金の額の他 施設の整備に要する費用

最終処分場の維持管理に要する費用、損害賠償保険の保険料等も含めて下さい。

イ 施設を譲り受けて産業廃棄物処理施設として用いる等により、設置に係る新たな資金を

必要としない場合 「０」と記入し、その理由を明記して下さい。ただし、維持管理費等、

については、継続して使用するにあたり、当該施設の経年劣化による必要な修繕費等を想

定し、計上しておく必要があるため、できる限り具体的な金額を記入してください。

ウ 調達方法については、できる限り具体的に記入して下さい。

エ 自己資金で賄う場合には、その旨及び自己資金の額を記入するとともに、自己資金の額

について金融機関で発行する残高証明書等を添付して下さい。

オ 資金を借り入れにより調達する場合は、金銭消費貸借契約書の写し、残高証明書等を添

付して下さい。

(7) 「経理的基礎に関する書類」

ア 申請者が法人である場合

① 直前３年の貸借対照表

② 直前３年の損益計算書

③ 直前３年の株主資本等変動計算書

④ 直前３年の個別注記表

⑤ 直前３年の法人税の納税証明書（納付すべき額及び納付済額を証する書類）

《注意事項》

○ 廃棄物処理業以外の事業を兼業している場合には、できる限り廃棄物処理部門にお

ける経理区分を明確にして書類を提出して下さい。

○ 納税証明書は、各税務署で交付されるものを提出して下さい。

○ 必要に応じ、金融機関からの融資状況を証明する書類、中小企業診断士の診断書等

を提出して下さい。

○ 新たに法人を設立して収集運搬業を行おうとする場合、過去の貸借対照表等がない

ことから、その旨を明記した上で、資本金の額、財務に係る事業計画及び株主構成を

提出して下さい。

○ 経営状況が債務超過に陥っている場合等については、不許可となる場合があります

ので、事前に相談してください。

イ 申請者が個人である場合
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① 資産に関する調書（様式１－３）

② 直前３年の所得税の納税証明書（納付すべき額及び納付済額を証する書類）

《注意事項》

○ 資産に関する調書には、申請者の不動産、預貯金等の主な資産を記入し、その金額

の根拠となる各種証明書を添付して下さい。

（ ） （ ）例：不動産については市町村で発行する資産 課税 証明書 固定資産評価証明書

預貯金については金融機関で発行する残高証明書

○ 所得税の納税証明書は、各税務署で交付されるものを提出して下さい。

○ また、納税証明書にて納付すべき額が確認できないなど経理的基礎を確認するため

必要な場合に、所得を確認する事のできる「源泉徴収票の写し（支払者の押印がされ

たもの 、又は「所得証明書」等も添付して下さい。）」

○ 確定申告が必要な事業者で申告を行っていない場合には、所得税の申告・納税を行

った上で納税証明書を提出して下さい。

(8) 申請者に関する書類

ア 申請者が法人である場合

定款又は寄附行為 及び 履歴事項全部証明書を添付してください。

履歴事項全部証明書は、原則として、申請日より３ヶ月以内に発行されたものを添付して

下さい。

また、定款及び履歴事項全部証明書等については、事業目的に産業廃棄物処理業が記載さ

れている必要があります。未記載の場合、目的変更に係る議事録も添付して下さい。

※履歴事項全部証明書に代表理事しか記載されていない組合等の理事の場合、総会議事録

等の写しを添付してください。

イ 申請者が個人である場合

住民票（※） 及び 登記事項証明書（被後見人等が登記されていないことの証明書）を添

付してください。また、登記事項証明書に記載された住所、氏名及び本籍地は住民票と整合

してください。

同書類は、原則として、申請日より３ヶ月以内に発行されたものを添付して下さい。

なお、個人に係る登記事項証明書とは 「後見登記等に関する法律第10条第1項」に規定、

する証明書で 「被後見人等が登記されていないことの証明書」のことです。証明書の交付、

は、全国の法務局及び地方法務局で行っていますので、登記事項証明書に関する質問等は、

地方法務局へ直接問い合わせてください。

(9) 「欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面」

申請者（申請者が法人の場合、役員、出資人も含みます 、使用人が、暴力団員であるな）

どの欠格要件に該当しないことを十分に確認して作成して下さい。
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(10) 「生活環境影響調査書」

施設の設置が、周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果によっては、生活

環境影響に係る許可基準に適合しないものとして不許可となる場合がありますので、実際の

調査に入る前に、事前に調整して下さい。

また、生活環境影響調査を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所（法

人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）を、生活環境影響調査

書に記載して下さい。

(11) その他の添付書類

ア 他法令に係る調整経過を記した書類（様式１－１）

設置予定場所の土地登記簿に記載された地目から、環境関連法規及び、環境関連法規以

外の他法令（都市計画法、建築基準法、農地法、農業振興法等）に係る規制の有無を、当

該他法令を所管する機関に確認し、規制を受けている場合には、当該機関からの使用許可

等もしくはその見通し（申請書の受理等）を記した書類を添付して下さい。

イ 周辺地域住民への説明状況を証する書類又は事前協議終了通知書

施設の設置許可取得後に処分業の許可を取得することになりますが、許可取得後に事業

を円滑に進めていくためには、周辺住民の十分な理解が必要ですので、事業場周辺の地域

住民等に事業内容を十分に説明して下さい。

その上で、可能な限り、地域住民の同意書や協定書もしくは説明会等の実施状況説明書

を添付して下さい。

また、沖縄県産業廃棄物処理施設等の設置に関する指導要綱に基づく産業廃棄物処理施

設等（焼却施設、有害物質処理施設、最終処分場等）の設置許可申請にあっては、同要綱

に基づく事前協議を行う必要があります。詳しくは同要綱を御覧下さい。

（URL : http://www.pref.okinawa.jp/site/kankyo/seibi/sangyo/settisidouyoukou.html）

ウ 施設の所有権・使用権原を証明する書類

施設の売買契約書等、施設を設置する土地の登記簿（登記上の所有者名義が申請者と異

なる場合は、所有者との賃貸借契約書等も添付）を添付して下さい。

また、他人から施設を賃借している場合は、当該賃貸借契約書等に記載される賃借の目

的には「廃棄物処理業に使用する」旨を必ず記載して下さい。

エ 設置しようとする施設の構造及び維持管理の内容と、施設の許可基準及び維持管理基準

との対比表を添付して下さい。

３ 添付書類を省略することができる場合

(1) 有価証券報告書を添付する場合

直前の事業年度（更新許可申請の場合は、直前の2事業年度）に係る有価証券報告書を

作成しているときは、これを添付することで、次の添付書類を省略することができます。

○ 直前３年の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、法人税
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の納税証明書

○ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(2) 先行許可証を添付する場合

許可申請の５年以内に、既に他の産業廃棄物処理業あるいは産業廃棄物処理施設の許可

を受けている場合は、当該許可証の写しを提出することで、次の添付書類の全部又は一部

を省略することができます。この提出する許可証を「先行許可証」といいます。なお、先

行許可証を利用する際には、添付した許可証の写しが先行許可証であり、そのために誓約

書、住民票及び登記事項証明書を省略している旨を書類上で明らかにしたものを添付して

ください。

① 申請者が法人である場合

○ 申請者が欠格要件に該当しないものであることを誓約する書面

○ 役員の住民票の写し、登記事項証明書

○ 出資者の住民票の写し、登記事項証明書

○ 使用人の住民票の写し、登記事項証明書

② 申請者が個人である場合

○ 申請者の住民票の写し、登記事項証明書

○ 申請者が欠格要件に該当しないものであることを誓約する書面

○ 法定代理人の住民票の写し、登記事項証明書

○ 使用人の住民票の写し、登記事項証明書

《注意事項》

※次の許可証は、先行許可証として提出することはできません。

○ 先行許可証を提出して許可を受けた場合の許可証（許可証の「規則第９条の２第５

（ 、 ） 」 「 」項 処分業等の場合は 条項が異なります の規定による許可証の提出の有無 が 有

になっている許可証）は、先行許可証として提出することはできません。

○ 優良認定を受けて５年を越えた許可証

※先行許可証の許可の日以降に就任し、県に対する届出が済んでいない役員、出資者等

又は令第６条の10に規定する使用人に関する書類については省略できません。
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産業廃棄物処理施設の設置許可取得後の手続き

１ 使用前検査

設置許可を取得して設置した産業廃棄物処理施設については、知事の検査を受け、申請書に

記載した設置に関する計画に適合していると認められた後でなければ使用できません（法第1

5条の2第5項 。処理施設の設置後は、その使用前に、保健所に使用前検査の申請をして、保）

健所の検査を受けて下さい。

書類リスト 作成要領等

１ 産業廃棄物処理施設使用前検査申請書 □ ※交付された産業廃棄物
→ 様式第十九号 処理施設設置許可証の記

載内容等を踏まえて作成
してください。

２ 竣工後の産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする書類
①平面図 □ ※産業廃棄物処理施設設
②立面図 □ 置許可申請書の作成要領
③断面図 □ を踏まえて作成してくだ
④構造図 □ さい。
⑤その他参考となる書面又は図面（竣工後の産業廃棄物処理施設 □
その他付帯施設の写真等）

２ 技術管理者の設置

産業廃棄物処理施設の設置後は、当該施設の維持管理に関する技術上の業務を担当させるた

め、次表の資格を有する「技術管理者」を置いて下さい（法第21条 。）

表．技術管理者の資格

資 格 等 実務経験
1 技術士（化学部門、水道部門、衛生工学部門） 不 要
2 技術士（上記1の部門以外の部門） １年以上
3 ２年以上環境衛生指導員の職にあった者 不 要
4 大学（短期大学を除く）の理学、薬学、工学、農学の課程において、衛 ２年以上

生工学、化学工学に関する科目を修めて卒業した者
5 大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれに相当する課程において衛 ３年以上

生工学、化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した者
6 短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれに相 ４年以上

当する課程において衛生工学、化学工学に関する科目を修めて卒業した
者

7 短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれに相 ５年以上
当する課程において衛生工学、化学工学に関する科目以外の科目を修め
て卒業した者

8 高等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修め ６年以上
て卒業した者

9 高等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当 ７年以上
する科目を修めて卒業した者

10 10年以上、廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した者
11 上記1～10と同等以上の知識・技能を有すると認められる者

○(財)日本環境衛生センターの講習会を終了し、同センターが認定す
る廃棄物処理施設技術管理者の認定を受けた者

※ 実務経験とは、適正に（法令に違反することなく）廃棄物の処理に関する技術上の実務
に従事した年数。
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３ 定期検査及び維持管理情報の公開

次の産業廃棄物処理施設は、使用前検査を受けた日又は直近の定期検査を受けた日から５年

３ヶ月以内に、定期検査を受ける必要があります。

定期検査の期限日が近づいたときには、保健所に定期検査の申請をして、保健所の検査を受

けて下さい。

また、当該産業廃棄物処理施設は、維持管理に関する計画及び維持管理の状況に関する情報

をインターネット等で公表しなければなりません。

○定期検査及び維持管理情報の公開の対象となる施設

ア 産業廃棄物の焼却施設

イ 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設

ウ ＰＣＢ廃棄物の分解施設、洗浄施設、分離施設

エ 産業廃棄物の最終処分場（休止中、埋立終了した最終処分場を含む ）。

４ 変更許可

ｐ４で示したように、産業廃棄物処理施設の処理能力、主要設備等を変更する場合は、それら

を変更する前に変更許可が必要です。

５ その他の許可

ｐ４で示したように、産業廃棄物処理施設の譲受け・借受け、産業廃棄物処理施設設置者が法

人合併・分割をしようとする場合には、許可が必要です。

６ 各種届出

ｐ８で示したように、産業廃棄物処理施設設置者は、一定の事項に変更等があった場合は、各

種届出が必要です。

７ 事故時の措置

ア 次の処理施設の設置者は、施設の破損等の事故が発生し、それによって生活環境の保全

上の支障が生じたとき又は生じるおそれがあるときは、直ちに、支障の除去又は発生防止

のための応急措置を講じなければなりません。また、速やかに、その事故の状況及び講じ

た措置の概要を県に届け出なければなりません。

○産業廃棄物処理施設

○焼却施設（処理能力が50kg/時間以上のもの）

○熱分解設備等（処理能力が１t/日以上のもの）

㎥○廃油蒸留設備（処理能力が１ /日以上のもの）

㎥○強酸・強アルカリ中和設備（処理能力が１ /日以上のもの）

、 「 」イ 産業廃棄物処理施設については 沖縄県が定めた 産業廃棄物処理施設事故等対応指針

も適用されます。
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８ 施設の廃止に係る手続

(1) 中間処理施設

ア 焼却施設等の中間処理施設を廃止したときは、軽微変更等届出を提出してください。

イ 廃止した焼却施設を解体・撤去しようとする場合であって、当該焼却施設が、火床面積

が0.5㎡以上又は焼却能力が50kg/時間以上の焼却炉を有する場合、当該解体・撤去は、

労働安全衛生法に基づいて制定された「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ば

く露防止対策要綱」に則して行わなければならず、労働基準監督署に解体作業計画を届け

出なければなりません。

当該要綱の対象となる焼却施設を解体・撤去しようとする方は、所轄の労働基準監督署

の指導を受けて下さい。

(2) 産業廃棄物最終処分場

ア 埋立処分を終了した最終処分場の設置者は、埋立処分を終了した日から30日以内に、

埋立処分終了届出を提出して下さい。

イ 埋立処分終了後は、環境省令で定める廃止基準に適合するよう、水質検査等の施設の維

持管理を行って下さい。

ウ 廃止基準に適合する状態になったら、廃止確認申請を行って下さい。

エ 廃止基準に適合していることについて知事の確認を受けたときに限り、最終処分場を廃

止することができます。

オ 廃止の確認を受けない限り、当該最終処分場は廃棄物処理法上の産業廃棄物処理施設と

なりますので、設置者は、同法に基づき維持管理をしなければなりません。
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様式第十八号(第十一条関係) 

(第1面) 

 

産業廃棄物処理施設設置許可申請書 

平成２３年 ４月 １日 

 沖縄県知事    殿 

 

申請者 沖縄県○○市××１２番地の３４                

      住 所  株式会社 ○○          

氏 名  代表取締役 ○× △   印 

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号  098-***-****        

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第１項の規定により、産業廃棄物処理施設の設置の許可

を受けたいので、関係書類及び図面を添えて申請します。 

産業廃棄物処理施設の設置の場所  沖縄県○○市××１２番地の３４ 

産 業 廃 棄 物 処 理 施 設 の 種 類  がれき類の破砕施設 
産業廃棄物処理施設において処理する
産業廃棄物の種類（当該産業廃棄物に
石綿含有産業廃棄物が含まれる場合
は、その旨を含む。） 

 がれき類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず

の破砕施設 

着 工 予 定 年 月 日 平成２３年 ８月 １日 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 平成２３年 ９月 １日 

※ 許 可 の 年 月 日 年  月  日 

※ 許 可 番 号   

産業廃棄物処理施設の処理能力           m3／日( )時間 
          100t ／日(８)時間 
          m3／時間 
          12.5t ／時間 
面積        m2 
埋立容量      m3 

△産業廃
棄物処理
施設の位
置、構造等
の設置に
関する計
画に係る
事項 

産業廃棄物処理施設の位
置 

 沖縄県○○市××５６番地の７ 

産業廃棄物処理施設の処
理方法 

 ジョークラッシャー方式 

産業廃棄物処理施設の構
造及び設備 

 別紙「処理施設図面」のとおり 

処理に伴い
生ずる排ガ
ス及び排水 

量  破砕施設のため、排ガス及び排水は生じない。 
処 理 方 法 
(排出の方
法(排出口
の位置、排
出先等を含
む。)を含
む。) 

  

設計計算上達成すること
ができる排ガスの性状、放
流水の水質その他の生活
環境への負荷に関する数
値 

 **敷地境界における 

予測寄与騒音○○dB（合成値△△dB） 

 予測寄与振動●●dB（合成値□□dB）詳細別添のとおり 

その他産業廃棄物処理施
設の構造等に関する事項 

  

※事務処理欄   

(日本工業規格 Ａ列４番) 

捨印 
申請年月日を記載

して下さい。 

氏名又は住所等は、住民票や登記事項証明書

等に沿って、地番等を省略せずに正確に記載し

て下さい。 

電話番号については、申請者のものを記載して

下さい。事務所や事業場の電話番号は、「事務所

及び事業場の所在地」の欄に記載して下さい。 

生活環境影響調査の結果に基づき、記載して下さい。 

産業廃棄物処理施設設置許可申請

書（様式第十八号）の記載例 

印印  

印印  

土地又は建物の登記簿等に

沿って、地番等を省略せずに

正確に記載して下さい。 

予定の年月日で構わな

いので、記載して下さい。 

１時間あたりの処理能力の時間と稼働時

間、これらに乗じて得た１日あたりの処理

能力を記載してください。８時間未満の場

合は、１日あたり８時間としてください。 
埋立区域の面積と容量

を記載して下さい。 

別紙に記載する場合は、処理方法と排出

先等を図面等で明らかにしてください。 

発生しに場合は、その旨と理由を記載して

ください。 
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(第2面) 

△産業廃棄
物処理 施
設の維 持
管理に 関
する計 画
に係る 事
項 

排ガスの性状、放流水の水質等
について周辺地域の生活環境
の保全のため達成することと
した数値 

  

排ガスの性状及び放流水の水
質の測定頻度に関する事項 

  

その他産業廃棄物処理施設の
維持管理に関する事項 

 別添、「維持管理計画書」のとおり 

△災害防止のための計画(産業廃棄物の最終
処分場である場合) 

  

焼却灰等、汚泥
等又は廃石綿等
若しくは石綿含
有産業廃棄物の
溶融処理に伴い
生ずる廃棄物の
処分方法 

特別管理産業
廃棄物以外の
産業廃棄物 区 分 自家処分    委託処分 

処分方法   

特別管理産業
廃棄物 

区 分 自家処分    委託処分 

処分方法   

△埋立処分の計画(最終処分場の場合)   

△産業廃棄物の搬入及び搬出の時期及び方法
に関する事項 

 操業時間○○時間 

搬入時間△～□ 

△△の住宅路は通らず、○○県道を通り、事業場

に搬入する。 

捨印 

生活環境影響調査の結果に基づき、申請

者として施設に係る周辺の生活環境の保

全を考慮した上で自ら達成することとした

排ガスの濃度や放流水の水質等を記載し

てください。 

法で定める維持管理事項以外の事項を

記載してください。 

例：日常点検、搬入・搬出時の体制等 

対象施設の場合は、該

当するものに丸をつけ

て下さい。 

できる限り、具体的に

記載してください。 

印印  
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(第3面) 

申請者(個人である場合) 

 

(ふ り が な) 

氏 名 
生 年 月 日 

本 籍 

住 所 

    
  

  

 (法人である場合) 

(ふ り が な) 
名 称 

住 所 

 かぶしきがいしゃ まるまる 

株式会社 ○○ 
 沖縄県○○市××１２番地の３４ 

法定代理人(申請者が法第14条第５項第２号ハに規定する未成年者である場合) 

 （個人である場合） 

 

(ふ り が な) 

氏 名 
生 年 月 日 

本 籍 

住 所 

    
  

  

（法人である場合） 

(ふ り が な) 
名 称 

住 所 

 

 

役員（法定代理人が法人である場合） 

(ふ り が な) 

氏 名 
 生 年 月 日 

本 籍 

住 所 

   
  

  

  
 

 

  
 

 

役員(申請者が法人である場合) 

 

(ふ り が な) 

氏 名 

生 年 月 日 本 籍 

役 職 名 ・ 呼 称 住 所 

まるばつさんかく 

○× △△ 

昭和**年*月*日 

代表取締役 

 沖縄県○○市××５６番地の７ 

 沖縄県○○市××８９番地の１ 

まるばつ しかく 

○× □□ 

昭和**年*月*日 

取締役 

 沖縄県○○市××５６番地の７ 

 沖縄県○○市××８９番地の１ ○○マンション201 

    
  

  

    
  

  

    
  

  

    
  

  

捨印 

この欄は個人の場合にのみ記入して下さい。 

記載にあたっては、住民票に沿って正確に記載して下さい。 

この欄は申請者が未成年者である場合にのみ記入して下さい。 

記載にあたっては、法定代理人が個人の場合には住民票の記載

事項を記載し、法定代理人が法人の場合には、法人の登記事項

証明書並びに役員の住民票記載事項の内容に沿って正確に記載

して下さい。 

この欄は法人の場合にのみ記載してください。 

記載にあたっては、登記事項証明書に沿って正確に記入して下さい。 

この欄は法人の場合にのみ記載してください。「役員」には、理事、監査

役、監事、その他これに類する者を含みます。 

これらの者について、住民票に沿って、正確に記載して下さい。 

※なお、記載欄が足りない場合には、別紙に記載するなどして対応してく

ださい。 

印印  
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(第4面) 

発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出

資をしている者(申請者が法人である場合において、当該株主又は出資をしている者があるとき) 

 

発行済株式の
総数 

100株 出資の額  100万円 

(ふ り が な) 

氏名又は名称 
生年月日 

保有する株式の数又は
出資の金額 

本 籍 

割 合 住 所 
まるばつさん

かく 

昭和**年 

*月*日 

 100株  沖縄県○○市××５６番地の７ 
 100%  沖縄県○○市××８９番地の１ 

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

令第6条の10に規定する使用人(申請者に当該使用人がある場合) 

 

(ふ り が な) 
氏 名 

生 年 月 日 本 籍 
役 職 名 ・ 呼 称 住 所 

  
    
    

  
    
    

  
    
    

備考 
 1 ※欄は記入しないこと。 
 2 産業廃棄物処理施設の種類については、脱水施設、焼却施設、中和施設、最終処分場等の別を

記入すること。 
 3 △印の欄の記載については、できる限り図面、表等を利用することとし、かつ、次の図面等を

含むこと。 
  (1) 産業廃棄物処理施設の構造及び設備については、当該施設の構造を明らかにする平面図、

立面図、断面図及び構造図 
  (2) 排ガス及び排水の処理方法については、処理系統図 
 4 △印の欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」

と記載し、別紙を添付すること。 
 5 焼却灰等の処分方法は、令第7条第3号、第5号、第8号、第10号、第12号及び第13号の2に掲げる

施設の場合に記入すること。 
 6 汚泥等の処分方法は、令第7条第4号、第6号及び第11号に掲げる施設の場合に記入すること。 
 7 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融処理に伴い生ずる廃棄物の処分方法は、令第７条第11

号の２に掲げる施設の場合に記入すること。 
 8 「法定代理人」の欄から「令第6条の10に規定する使用人」までの各欄については、該当するす

べての者を記載することとし、記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載
して、その書面を添付すること。 

 9 「役員」の欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる

者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執

行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含

む。 
 10 都道府県知事が定める部数を提出すること。 
※手数料欄 

 

捨印 

この欄は法人の場合にのみ記載してください。 

記載にあたっては、住民票又は登記事項証明書に沿って正確に記入して下さい。 

なお、出資者が法人の場合は、生年月日および本籍の欄の記入は不要です。 

この欄は使用人がいる場合にのみ記入して下さい。 

なお、「使用人」とは、申請者の使用人であって、次に掲げるものの代表者であるものです。 

① 本店又は支店の代表者 

② ①のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、産業廃棄物処理業について

の契約締結権限を有する者を置くもの。 

 

また、使用人がいる場合は、使用人証明書（様式１－５）を添付して下さい。 

記載にあたっては、住民票に沿って正確に記入して下さい。 

印印  
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様式第二十三号(第十二条の十の二関係) 

産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書 

  ２３年 ４月 １日 

 沖縄県知事    殿 

  

届出者 

住 所 沖縄県○○市××１２番地の３４ 

氏 名 株式会社 ○○       印 

代表取締役 ○× △△       

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

       電話番号 098-***-****           

 産業廃棄物処理施設を軽微変更等したので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6第3
項において準用する同法第9条第3項の規定により、関係書類及び図面を添えて届け出ます。 
産業廃棄物処理施設の設置の場
所 

沖縄県○○市××１２番１、１２番２ 

産 業 廃 棄 物 処 理 施 設 の 種 類 がれき類の破砕施設 

許可の年月日及び許可番号 平成２３年 ４月 １日   第○○○○○○○○号 

変

更

の

内

容 

△ 軽 微 な 変 更 役員の変更 詳細は別紙のとおり 

氏名又は名称及び住所並び
に法人にあっては、その代表
者の氏名の変更 

名称の変更 詳細は別紙のとおり 

△規則第12条の10に掲げる
事項の変更(同条第6号関
係を除く。) 

産業廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法変更 詳細は別紙 
 
焼却灰の処分方法の変更 詳細は別紙のとおり 

規則第12条の10第6号に掲げる事項 

(ふ り が な) 
氏 名 

生 年 月 日 本 籍 

役 職 名 ・ 呼 称 住 所 

まるばつさんかく 

○× △△ 

昭和**年*月*日  沖縄県○○市××５６番地の７ 

取締役   沖縄県○○市××５６番地の７ 

  
    

    

  
    

    

廃止若しくは休止又は再開の理由 (廃止・休止・再開の別) 

廃止若しくは休止又は再開の年月日 年   月   日 

※ 事 務 処 理 欄   

備考 
1 ※欄は記入しないこと。 
2 △印の欄の記載については、できる限り図面、表等を利用することとし、同欄にその記載事項のす
べてを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 

3 「規則第12条の10第6号に掲げる事項」の欄については、該当するすべての者を記載することとし、
記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。 

4 変更のある部分については、変更前及び変更後の内容を対照させるものとすること。 

（日本工業規格 Ａ列４番） 

捨印 

申請年月日を記載

して下さい。 

氏名又は住所等は、住民票や登記事項証明書

等に沿って、地番等を省略せずに正確に記載し

て下さい。 

電話番号については、申請者のものを記載して

下さい。事務所や事業場の電話番号は、「事務所

及び事業場の所在地」の欄に記載して下さい。 

ここには、役員、出資者等（株主又は出資者のうち、株

式総数又は出資額の５％以上を有する者）、法定代理

人を変更した場合で、新たに役員、出資者等、法定代

理人が加わった場合（新任の場合）にのみ、記載して下

さい（既存の者について、記載する必要はありません。） 

記載にあたっては、住民票又は履歴事項証明書に沿っ

て正確に記載して下さい。 

 

印印  

産業廃棄物処理施設軽微変更等届

出書（様式第二十三号）の記載例 

設置場所、許可の年月日及び許可

番号は、設置許可証に記載された

ものを記載してください。 

該当するものに 

丸をつけて下さい。 

氏名・名称、役員・出資者の変更に

ついては、新旧対照を別紙等で明

らかにしてください。 

施設の構造等に係る軽微な変更に

ついては、その変更内容を明らか

にし、変更前後の構造等の図面等

を添付してください。 

印印  
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様式第十九号(第十二条の四関係) 

産業廃棄物処理施設使用前検査申請書 

  平成２３年 ４月 １日 

 中部保健所長    殿 

  

申請者                                   

住 所 沖縄県○○市××１２番地の３４ 

氏 名 株式会社 ○○       印 

代表取締役 ○× △△                  

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

      電話番号 098-***-****           

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の２第５項(法第15条の２の６第２項において準用する
場合を含む。)の規定により、産業廃棄物処理施設の使用前検査を受けたいので、関係図面等を添えて
申請します。 

許 可 の 年 月 日及
び 許 可 番 号 

    平成２３年 １月１５日    第●●●●●●●●号 

設 置 場 所  沖縄県○○市××１２番１、１２番２ 

竣 功 の 年 月 日 
 

平成２３年 ３月２５日 

使用開始予定年月日 
 

平成２３年 ５月１日 

受 付 欄   

(日本工業規格 Ａ列４番) 

申請年月日を記載

して下さい。 

電話番号については、申請者のものを記載して

下さい。事務所や事業場の電話番号は、「事務所

及び事業場の所在地」の欄に記載して下さい。 

印印  

管轄の保健所名を記

載してください。 

施設が竣工した年月日を記載してください。 

使用開始を予定している年月日を記載してください。 

なお、管轄の保健所から使用前検査済証が交付されるまで

は、施設は使用できません。 

交付された産業廃棄物処理施設設置許可証

に沿って正確に記入してください。 

産業廃棄物処理施設使用前検査申

請書（様式第十九号）の記載例 

受付欄については、空欄にしてください。 
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参 考 事 項

１ 各種公的書類の交付場所について

公的書類の種類 交付場所

住民票抄本

所得証明書 各市町村

資産（課税）証明書

納税証明書（法人税・所得税） 各税務署

履歴事項全部証明書（旧：商業登記簿） 各地方法務局

土地（建物）の登記簿 ※ 沖縄県内であれば、那覇地方
法務局が所管しています。

登記事項証明書 【那覇地方法務局の連絡先】
（被後見人等が登記されていないことの証明書） TEL : 098 - 854 - 7951

産業廃棄物の種類換算係数について２

No 産業廃棄物の種類 換算係数（t/立米）

1 燃 え 殻 1.14

2 汚 泥 1.10

3 廃 油 0.90

4 廃 酸 1.25

5 廃アルカリ 1.13

6 廃プラスチック 0.35

7 紙 く ず 0.30

8 木 く ず 0.55

9 繊維くず 0.12

10 動植物性残さ 1.00

11 動物系固形不要物 1.00

12 ゴムくず 0.52

13 金属くず 1.13

14 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 1.00

15 鉱 さ い 1.93

16 がれき類 1.48

17 動物のふん尿 1.00

18 動物の死体 1.00

19 ばいじん 1.26

20 産業廃棄物の処理物（13号廃棄物） 1.00

21 建設混合廃棄物 0.26

22 廃電気機械器具 1.00

23 感染性産業廃棄物 0.30

24 廃石綿等 0.30

25 廃水銀等（処分するために処理したものを含む） 13.57
※水銀体温計（水銀血圧計） ※0.28（0.48）
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３ 特定有害産業廃棄物について

特定有害産業廃棄物には，廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物、ポリ塩化

ビフェニル処理物、指定下水汚泥、廃水銀等、廃石綿等の他に、特定の施設から排出され、基

準を超えた有害物質含む燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじんが該当し

ます。

産業廃棄物の種類ごとに、法で規定する有害物質の種類は、次のとおりとなっています。

施設の種類や基準については、講習会テキスト等を参考にするほか、最寄りの保健所又は環

境整備課にご確認下さい。

汚泥

ばいじん 廃酸 廃油 鉱さい燃え殻

廃アルカリ

アルキル水銀化合物 ○ ○ ー ○ー

水銀又はその化合物 ○ ○ ー ○ー

カドミウム又はその化合物 ○ ○ ー ○○

鉛又はその化合物 ○ ○ ー ○ー

有機燐化合物 ー ○ ー ーー

六価クロム化合物 ○ ○ ー ○○

砒素又はその化合物 ○ ○ ー ○○

シアン化合物 ー ー ○ ー ー

ポリ塩化ビフェニル ー ー ○ ー ー

トリクロロエチレン ー ー ○ ○ ー

テトラクロロエチレン ー ー ○ ○ ー

ジクロロメタン ー ー ○ ○ ー

四塩化炭素 ー ー ○ ○ ー

１・２－ジクロロエタン ー ー ○ ○ ー

１・１－ジクロロエチレン ー ー ○ ○ ー

シス－１・２－ジクロロエチレン ー ー ○ ○ ー

１・１・１－トリクロロエタン ー ー ○ ○ ー

１・１・２－トリクロロエタン ー ー ○ ○ ー

１・３－ジクロロプロペン ー ー ○ ○ ー

チウラム ー ー ○ ー ー

シマジン ー ー ○ ー ー

チオベンカルブ ー ー ○ ー ー

ベンゼン ー ー ○ ○ ー

セレン又はその化合物 ○ ○ ー ○○

○ ○ ○ ー１・４－ジオキサン※ ー

○ ○ ○ － ーダイオキシン類

※平成２５年６月１日施行
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４ 産業廃棄物処理施設の許可番号について

産業廃棄物処理施設の場合、各都道府県において、独自に許可番号を付しております。

本県においては、許可制となる前の設置届出については「第＊＊号」と、許可制以後の平成年度

から平成１６年度までは「第９６＊＊＊＊号」と、許可番号を付しております。平成１７度以降

は、次のとおり、8桁の許可番号を付しております。

〔許可番号の構成〕

１ ７ ０ ５ ０ ０ ０ １

① ② ③

①年度番号 元号の年度を示してます 「１７」→「平成１７年度」。

②西暦番号 西暦（年度）の下二桁を示してます 「０５」→「２００５年」。

③施設番号 本県において産業廃棄物処理施設の設置許可を取得する際に、施設ごと固有の番

号が付されます。

５ 施設の適切な維持管理等

ア 維持管理基準

産業廃棄物処理施設の設置者は、環境省令で定める施設の維持管理基準、及び当該処理

施設の許可に係る申請書に記載した維持管理計画に従って、当該処理施設の維持管理を適

切に行わなければなりません。

イ 産業廃棄物処理基準

自らの廃棄物を設置した処理施設で自己処理する場合であっても、産業廃棄物処理基準

に従って、産業廃棄物を適正に処理しなければなりません。

ウ 記録及び閲覧

① 設置者は、処理施設の維持管理に関し、環境省令で定める下表の事項を記録し、これ

を処理施設又は設置者の最寄りの事務所に備え置き、周辺地域住民等の求めに応じ、閲

覧させなければなりません。

② 記録は、備え置いた日から起算して３年間閲覧に供しなければなりません。

対象施設 公表対象となる維持管理情報 公表日

○処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量 ○翌月の末日

○燃焼室中の燃焼ガス、集塵器に流入する燃焼ガス ○結果の得られた月

焼却施設 及び焼成炉中の 焼成を行う場合に限る の温度 の翌月末日（ ） 、

（ガス化改質 測定位置、測定年月日

方式及び電気

炉等の焼却施 ○煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素及びダ ○結果の得られた月

設は除く ） イオキシン類濃度の測定位置及び測定日、その結 の翌月末日。

※括弧書きの 果及び知り得た年月日

方式等の維持

管理情報は省 ○ばい煙量又は濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化 ○結果の得られた月

略。 水素及び窒素酸化物に係るものに限る ） の翌月末日。

○ばいじんの除去を行った年月日 ○行った翌月の末日
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対象施設 公表対象となる維持管理情報 公表日

○埋め立られた産業廃棄物の各月毎の種類及び数量 ○翌月の末日

【安定型・管理型共通】

○擁壁の点検年月日及び結果、必要な措置を講じた ○点検・措置を実施

場合はその年月日及び内容 安定型・管理型共通 した翌月の末日【 】

○最終処分場周縁の地下水の水質検査年月日及び採 ○結果の得られた翌

取位置、その結果及び知り得た年月日【安定型・ 月の末日

管理型共通】

○放流水の水質検査【管理型】

○地下水等検査項目に係る水質検査の結果、水質の ○措置を講じた翌月

悪化が認められた場合におけるその原因の調査そ の末日

の他の生活環境の保全上必要な措置を講じた年月

日及び内容【安定型・管理型】

最終処分場 ○調整池の点検年月日及びその結果、必要な措置を ○点検・措置を実施

※遮断型の維 講じた場合はその年月日及び内容【管理型】 した翌月の末日

持管理情報は

省略。 ○浸出液処理設備の点検年月日及びその結果、必要 ○点検・措置を実施

な措置を講じた場合はその年月日及び内容【管理 した翌月の末日

型】

○残余の埋立容量の測定年月日及びその結果【安定 ○結果の得られた翌

型・管理型】 月の末日

○展開検査の実施回数、結果及び安定型品目以外の ○結果の得られた翌

廃棄物の付着又は混入が認めれた年月日 安定型 月の末日【 】

○浸透水の水質検査年月日及びその結果【安定型】 ○結果の得られた翌

月の末日

○地下水検査項目又はBOD、CODのいづれかにつ ○措置を講じた翌月

いて、水質基準に適合していない場合における産業 の末日

廃棄物の搬入及び埋立処分中止その他の生活環境の

保全上必要な措置【安定型】

エ 立入検査・報告等

① 県は、処理施設の構造や維持管理等に関する報告や、産業廃棄物の処理実績などの報

告、各種調査に関する報告等を求めることができます。処理施設における処理実績に係

る報告については、本手引きで定める様式を用いて下さい。

② 県は、事業場等に立ち入り、処理施設の構造や維持管理、産業廃棄物の処理状況、帳
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簿書類等を検査することができます。

オ 維持管理積立金

最終処分場を有する事業者は、埋め立て終了後の処分場の維持管理を適切に行うため、

埋立終了後に必要となる維持管理費用を埋立期間中にあらかじめ積み立てなければならな

いこととなっています。

維持管理積立金を積み立てていない場合は、許可を取り消すことがありますので注意し

てください。


